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令和２年度府立学校スマートスクール推進事業 

タブレット端末等の賃貸借に係る仕様書 
 

１ 概要 

  本書は府立学校においてＩＣＴ活用推進のために使用する指導者用タブレ

ット端末等の機器及びその保守・管理に係る仕様等について記したものであ

る。 

 

２ 業務の詳細 

(1) 仕様及び台数 

別添１「調達機器一覧」のとおり 

(2) 納入場所及び台数 

別添３「納入場所一覧」のとおり 

(3) 契約期間 

契約締結日から令和７年 10月 31日まで 

(4) 賃貸借期間 

令和２年 11月１日から令和７年 10月 31日まで（５年間） 

(5) 納品期限 

令和２年 10月 31日 

(6) 保守及び運用サポート 

別添２「保守・サポート仕様書」のとおり 

(7) 研修会の実施 

以下ア～ウの研修会を実施すること。 

なお、日時については教育委員会及び各学校と調整することとし、講師

謝金、旅費、資料印刷代その他研修会の実施にかかる経費については、全

て受注者の負担とする。ただし、会場については教育委員会で手配する。 

ア タブレット端末の利活用に関する研修 

・機器納品前に、別添３に掲げる学校（以下「学校」という。）に当該

校の管理職及び教職員を対象として、以下の内容の集合研修を２回以上

（うち１回は管理職、１回は教職員）実施すること。なお、各研修につ

いては、対象者の参加状況により、最大２回実施する（合計で最大４回

実施する）。 

・授業での活用や教材作成等をイメージできるよう、タブレット端末の

基本的な操作や機能、プロジェクタに画面転送装置を用いて無線接続し

て投影した際の活用方法やアプリケーションの活用方法等について、実

際の活用事例を交えて説明すること（プロジェクタ、画面転送装置につ

いては教育委員会で手配する）。 

・タブレット端末を学校で利用するにあたって想定されるトラブルの対

処法などを取り入れ、導入する際に懸念される要素をカバーする内容と

すること。 



2 

 

・受講者が実際に体験しながら学ぶことができるよう、ワークショップ

等の形式で実施すること。 

イ タブレット端末の管理に関する研修 

・機器納品前に、学校のタブレット端末管理者及び教育委員会担当者を

対象に以下の内容の集合研修を実施すること。なお、本研修については、

対象者の参加状況により、最大２回実施する。 

・導入するタブレット端末の設計内容について説明すること。 

・MDM を利用した端末管理の方法等、タブレット端末の運用及び管理に

必要となる操作について、デモ環境を準備のうえ実施すること。 

  ウ フォローアップ研修 

・タブレット端末の運用開始後、教育委員会及び学校担当者からのヒア

リングや別添２「保守・サポート仕様書」の２に定める定例会等におい

て把握した課題に基づき、必要と思われる研修内容（テーマ、対象者な

ど）を提案し、教育委員会の合意の上で実施すること。 

・研修は原則としてワークショップ形式により実施すること。 

・研修にあたっては、学校において調達する端末により授業を実施した

ことがある者を講師にする等、実践を重視した研修を実施すること。 

・本研修については５年間で合計 10回以上実施するものとし、実施時期、

対象及び場所等は教育委員会と協議の上決定すること。なお、内容によ

っては教育委員会及び昨年度以前のスマートスクール推進事業契約業者

と調整の上、昨年度以前の同事業におけるフォローアップ研修（本仕様

と同内容）との合同開催も可能とする。なお、この場合、昨年度以前の

同事業に係る仕様書（フォローアップ研修を５年間で合計 10回以上実施）

及び本仕様書に定める規定研修回数の両方について実施したこととする。 

 

３ 特記事項 

(1) 以下の規程について遵守すること。 

ア 京都府情報セキュリティ基本方針 

イ 京都府情報セキュリティ対策基準 

ウ 京都府教育情報ネットワークシステム（京都みらいネット）に関する情

報セキュリティ実施手順 

エ 京都府教育情報ネットワークシステム利用規程（京都みらいネット利用

規程） 

オ 京都府立学校情報セキュリティ対策基準 

(2) 通信回線の品質及びサービスの提供については移動体通信事業者（移動通

信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービ

スに係る無線局を自ら開設又は運用している者のことをいう。以下同じ。）

が責任を持つこと。 

(3) 見積には、タブレット端末本体及び付属品の賃借料、通信料、ユニバーサ

ルサービス料、導入ソフトに係る経費、機器の納入費用、梱包費用、設定費

用、保守費用、機器の引取費用その他必要な経費すべてを含むこと。 

(4) 見積の作成に係る費用については、すべて事業者の負担とする。 
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 (5) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた事項につ

いては、その都度協議して定めるものとする。 
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（別添１） 

令和２年度府立学校スマートスクール推進事業 
タブレット端末等の賃貸借業務 

調達機器一覧 
 

 

１ 導入内容 

(1)－１ タブレット端末 

ア 総  数 

  392台 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

OS iOS13（日本語版）相当以上 

記憶容量 SSD32GB以上 

サイズ 高さ 250.6mm×幅 174.1mm×厚さ 7.5mm程度 

ディスプレイ IPSテクノロジー搭載 10.2インチ（対角） 

LEDバックライト Multi-Touchディスプレイ 

解像度 2,160 x 1,620ピクセル程度 

本体重量 493g程度（バッテリーを含む） 

通信機能 Wi-Fi （ 802.11a/b/g/n/ac ）、 デ ュ ア ル バ ン ド

（2.4GHz/5GHz）、MIMO対応 HT80 

駆動時間 連続 9時間以上（Wi-Fi接続時） 

その他 Device Enrollment Program (DEP) に対応しているこ

と。 

参考型番 iPad LTE 10.2inch(第 7世代) 

  ウ 通信回線 

タブレット端末が場所や時間を選ばず、安全に使用できることを前提

に、以下に定める通信回線を用意すること。 

① データ通信回線の定額料金プランであること。 

② 日本国内の利用可能地域の人口カバー率は LTE 回線において 75％

以上であり、３Ｇ回線において 99％以上であること。 

③ １回線あたりの月間通信容量は LTE で 20GB を保証し、これを超え

る利用があった場合には以降月末まで最大通信速度 128kbpsのベスト

エフォート型通信を保証すること。ただし、通信容量の超過に伴う追

加経費は発生しないこと。 

④ その他モバイル通信サービスを利用する上で必要となるものにつ

いては、全て調達するものに含めること。 

⑤ 回線契約にあたり、関係機関への申請、取得、接続後に必要な手続

きは、受注者が行うこととし、その費用も受注者が全て負担すること。 
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(1)－２ キーボード一体型ケース及び保護シート 

ア 総  数 

    392台 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

概要 ・(1)－１のタブレット端末に対応していること。 

・タブレット端末の全周囲を保護できること。 

・対応するフィルムが付属されていること。 

・Smart Connector によりタブレット端末との接続が

可能であること（Bluetoothによる接続は不可）。  

耐衝撃性 MIL-STD-810G相当の耐衝撃性を有すること。 

フィルム仕様 気泡軽減、指紋防止であること 

その他 ・ケースを装着した状態でタブレット端末の全てのイ

ンターフェースが利用可能であること。 

・カメラ部分は常時覆われていないこと。 

・スタンド機能を有すること。 

・(1)－３のタブレット端末用ペンを収納可能なホル

ダーか付属していること。 

・利用に際して専用ソフトウェアや設定を必要とせ

ず、装着した直後にキーボード入力ができること。 

・耐水性、防粉性を保有していること。 

・スクリーンショットのショートカットキーがあるこ

と。 

参考型番 ロジクール Rugged Folio iK1054BKA 

  

(1)－３ タブレット端末用ペン 

ア 総  数 

    392台 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

基本仕様 (1)－１のタブレット端末に対応しており、ペアリン

グなしで使用が可能であること。 

サイズ 長さ 163mm程度 

本体重量 20g程度 

稼働時間 

（最大充電時） 

7.5時間程度 

その他 ・タブレット端末に専用ソフトウェア等をインストー

ルすることなく使用可能であること。 

・傾斜感度により、線の太さを動的に調節可能である

こと。 

・有線接続（Lightning）充電が可能であること。 

・不使用時の自動電源オフ機能を備えていること。 

・ペンの電池残量が少ない場合に、確認が可能である
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こと。 

参考型番 ロジクール Crayon iP10 

 

(2) タブレット端末管理用端末 

ア 総  数 

    23台 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

OS Mac OS Catalina 相当以上 

CPU 1.6GHzデュアルコア Intel Core i3相当以上 

サイズ 高さ 16.1mm×幅 304.1mm×奥行 212.4mm程度 

ディスプレイ Retinaディスプレイ 13.3インチ以上 

解像度 2,560 x 1,600ピクセル程度 

ストレージ 256GB以上 

付属品 30W USB-C電源アダプタ 

USB-C充電ケーブル（2m） 

その他 ネットワーク有線接続用アダプタ 

iPad有線接続用ケーブル 

参考型番 Apple社 MacBook Air 13.3 インチ MWTK2J/A 

USB-C to GigabitEthernetアダプタ F2CU040BTBLK 

USB-C - Lightning ケーブル(1 m)  MX0K2FE/A 

 

 

(3) 端末管理用ソフト（MDM） 

ア 総  数 

  392台×５年ライセンス 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

基本仕様 (1)－１のタブレット端末にインストールし、タブレット端

末の一括管理が可能な管理ソフトウェア 

機能 ・iOSにおいて以下の機能を有すること。 

(a) 端末管理機能 

(b) アプリ配信管理機能 

(c) 端末位置情報の取得 

(d) 不正改造（JailBreak）検知機能 

(e) 端末のリモートワイプ及びリモートロック 

・Volume Purchase Program（VPP）で購入したアプリケーシ

ョンのライセンス割当が可能であること。 

・Device Enrollment Program （DEP） に対応していること。 

・Apple School Manager（ASM）に対応していること。 

・Apple TVデバイス管理に対応していること。 
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その他 ・MDMプロファイルが削除された場合でも、構成プロファイ

ルを配信出来る機能を有していること。 

・運用上で変更が多く見込まれる設定を管理者が MDM の操作

のみで変更出来るよう、上記とは異なるプロファイル配信

の仕組みを有していること。 

・管理画面は特別な管理ソフトウェアを必要とせず、webブ

ラウザ上にて動作可能であること。 

・京都府教育委員会において過去に導入した MDMとの統合的

な管理が可能であること。 

参考型番 株式会社インヴェンティット 

MobiConnect for Education 

 

 

(4) Webフィルタリング 

ア 総  数 

 392台×５年ライセンス 

イ 本体仕様 

項目 仕様 

基本仕様 ・(1)-１のタブレット端末にインストールして動作す

る、エンドポイントの通信フィルタリングシステムであ

ること。 

・クラウド型のWebフィルタリングシステムであること。 

・教育機関向けのフィルタリングカテゴリが選択可能で

あること。 

・管理画面が Webブラウザ上で閲覧可能であること。 

機能 以下の機能を有すること。 

・カテゴリ毎の Webページの閲覧制限 

・100個程度のカテゴリ 

・専用の Webブラウザアプリによらないフィルタリング

機能 

・Wi-Fi接続及び通信回線接続（Cellular回線）の両方

に対するフィルタリング機能 

・カテゴリ毎の POSTメソッド(Webサイトへの書き込み、

データアップロード等、Webサイトへのデータ送信)の規

制及びサイズ制限 

・管理画面での端末のインターネット接続状況の把握 

・管理画面でのアクセスログ、ブロックログ及び POST

ログの表示 

参考型番 デジタルアーツ株式会社 

i-FILTERブラウザー＆クラウド MultiAgent、＠Cloud 
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(5) Officeライセンス 

ア 総  数 

 392台×１年ライセンス 

  イ 仕  様 

Office365 ProPlus 

 

 

２ 設計及び設定作業 

(1) 設計作業 

ア タブレット端末及び端末管理用ソフトウェア等、今回の調達範囲で設定

可能な全ての範囲について教育委員会に要件のヒアリングを行い、その内

容に基づいて必要と思われる設定内容を確定すること。 

イ 導入する Office ライセンス及び Office 365 A1 アカウントについて教

育委員会に要件のヒアリングを行い、必要と思われる設定内容を確定する

こと。なお、ヒアリングの範囲は導入する Officeライセンス及び Office 

365 A1アカウントで提供可能なアプリ及び設定可能な範囲全てとする。 

(2) 設定作業 

タブレット端末及び端末管理ソフトウェア等について以下の設定作業を

行うこと。 

ア (1)で確定した設計内容のタブレット端末及び端末管理用ソフトウェア

への設定 

イ 端末におけるインターネットへの接続設定 

  無線アクセスポイント等の整備が完了している学校については、端末に

おけるインターネットへの接続設定を行う。なお、無線アクセスポイント

等については別途調達するため、ネットワーク側の設定については業務範

囲外とするが、無線アクセスポイント等の整備が完了の有無を問わず接続

を行うため必要な情報についてはすみやかに教育委員会に提供すること。  

 (3) その他 

   以下の作業については、設計及び設定作業の業務範囲外とする。 

ア 上記以外のアカウント設定と年次更新作業 

イ 運用開始後の OS及びアプリケーションのアップデート作業 

ウ 運用開始後に教育委員会及び各学校の都合で生じたタブレット端末及

びアプリケーションの設定変更 

 

 

３ 完成図書 

受注者は、納品時に以下の図書を電子データで提出すること。 

ただし、具体的内容については、教育委員会と協議の上作成すること。 

  

区分 概要 
提出先 

教育委員会 各学校 

基本設計書 以下の内容を含むこと。 

・タブレット端末及び端末管理ソフトウェア

１部 １部ずつ 
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の設計内容 

・導入する Officeライセンス及び Office 365 

A1 の設計内容 

・設定情報一覧（シリアル番号等を含む） 

設定手順書 ・導入する Officeライセンス及び Office 365 

A1 について、２(1)イで設計した内容を実装

するために、教育委員会、もしくは学校担当

者が行う作業の手順を示したもの、かつ実装

後に教育委員会、もしくは学校担当者が行う

作業の手順を示したもの。 

１部 １部ずつ 

実務手順書 Apple School Manager、Volume Purchase 

Program 及び MDM について、初期設定時及び

導入後に発生しうる作業に関する手順書で、

以下の内容を含むこと。 

ただし、作成にあたっては、実際の作業画

面のキャプチャ等を用いるなど、タブレット

端末の管理を初めて行う者でも容易に設定可

能なような工夫を行うこと。 

（a）アプリケーションの追加・削除・アップ

デート 

（b）OSのアップデート 

（c）管理ツールやアカウントのアップデート 

（d）設定情報の追加・変更・削除 

（e）故障時の対応 

１部 １部ずつ 

動作確認実

施報告書 

納入機器の動作確認を行い、正常に動作す

ることを確認したことを証する書類 

１部 １部ずつ 

 

 

４ 納入条件 

(1) 納入するタブレット端末は市販されている物とし、改造及びカスタマイズ

は不可とする。なお、機器は参考型番以外の製品でも可とするが、その場合

は入札説明書に示す期間内に同等品申請をし、承認を得た物に限る。 

(2) 必要なソフトウェアはすべて端末にインストールすること。 

(3) 導入するソフトウェアについては、賃貸借期間において適切なライセンス

契約を締結する等、利用できるように適切な措置を行うこと。 

(4) タブレット端末には(1)－２のキーボード一体型タブレットケースを装着

し、保護シート貼付して納品すること。 

(5) 受注後、移動体通信事業者は納品日までの間に、各学校における LTE 回線

の電波状況について現地調査を行い、その結果を発注者へ報告するととも

に、電波状況の不安定等が確認された場合は、速やかに改善措置を行うこと。

なお、改善措置の方法等については、教育委員会と協議すること。 

(6) 機器の調達、納品及び設定その他納入に係る費用についてはすべて受注者
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の負担とする。 

(7) 納入する全ての機器に管理、識別可能なようにラベル（テプラシール等）

を貼付すること。ラベルの場所及び記載する情報等については、教育委員会

が別途指示する。 

(8) 機器の搬入経路や設置箇所等について、教育委員会及び学校担当者の指示

に従うこと。また、搬入に際しては必要に応じ養生等を行うこととし、建物

等への損害を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。 

(9) 納入場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、すべて受注者

が負担すること。 

(10) 機器等の梱包は受注者が開封し、外観上・機能上の破損等がないか確認

すること。また、搬入に係る梱包資材等の不要物については、受注者が持ち

帰ることとし、受注者の責任おいて適切に処分すること。 

(11) 物品の搬入後、学校担当者の指示に従い動作確認を行うこと。ただし、

動作確認及び動作確認に必要な機器等に係る費用は、すべて受注者が負担す

ること。 

(12) 納品完了後、学校担当者の検査を受けることとし、これに合格したこと

をもって検収とする。 

(13) 受注者は検収後１年以内において、納入物品の設計・製造等に起因する

不具合が生じた場合、修理または交換する責を負うものとし、その費用は受

注者が負担することとする。 

(14) 契約満了後、タブレット端末の初期化作業は各学校にて行うこととする

が、初期化に係る手順や方法等に関する問い合わせに対応する等、当該作業

に係るサポートを行うこと。 

(15) 物品の返却については、梱包資材等については受注者において用意する

こと。また、返却場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、す

べて受注者が負担すること。 
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（別添２） 

令和２年度府立学校スマートスクール推進事業 
タブレット端末等の賃貸借業務 

保守・サポート仕様書 

 

 

 １及び２の保守対応及び運用サポートを実施することとし、教育委員会及び

各学校担当者の問い合わせ窓口を設置すること。なお、問い合わせ窓口におい

ては、その内容にかかわらず同一の窓口（連絡先）での対応が可能であること。 

 

１．保守対応 

 (1) 保守対象 

 調達機器一覧の１導入内容(1)-1に掲げるタブレット端末（ただし、同梱 

の ACアダプタ及びケーブルは対象外とする。）及び通信回線 

 (2) 保守期間 

令和２年 11月１日から令和７年 10月 31日まで 

(3) 対応時間 

土、日、祝日及び年末年始（12月 29日から１月３日まで）を除く午前９

時から午後５時まで 

 (4) 保守内容 

業務名 サービスレベル 

問い合わせ

対応 

(1)～(3)の条件で、教育委員会及び学校担当者からの保守対象に関す

る問い合わせに対応すること。 

(1) 電話及び電子メールによる問い合わせに対応していること。 

(2) 保守対象の不具合に対しては、不具合の原因を特定し、回復措

置の提案を行うこと。 

(3) 対応にあたっては、必要に応じメーカーに問い合わせる等を行

うこと。 

故障対応 (1) １に掲げる機器及び通信回線の不具合に対して、無償で修理・交換

を行うこと。 

(2) 利用者の過失による故障（落下破損・水濡れ等）に対する修理・交

換に対応していること。 

なお、上記の修理・交換については、以下の条件を満たすこと。 

① MDMを利用して修理機・交換機に設定情報を流し込み、「教育委員

会が指定の環境※」にセットアップを行うこと。 

※ 「教育委員会が指定の環境」とは、「引き渡し後から初回定例

会までは「導入時の環境」を、「初回定例会後」は「直前の定例

会で更新された環境」」をいう。 
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② 修理・交換機については、カバーの装着及び保護シールの貼付を

行い、学校へ納品すること（カバー・保護シールについても、別途

費用が発生しないようにすること。）。 

③ 窓口が問い合わせを受け付けてから９営業日を目安に、修理・交

換機の発送及び環境のセットアップを完了させること。 

④ 無償での修理に際しては、修理時の端末の回収・納品等に付随す

る諸費用についても全て受注者が負担すること。 

⑤ (2)の利用者の過失による故障については、有償での修理対応も

可とするが、その請求については本業務に係る請求とは別途行うこ

と。 

紛失対応 (1) タブレット端末の紛失に対して、端末あたり、６箇月に１回まで無

償で交換機を手配すること。なお、交換機については、あらかじめ

MDM を利用して交換機に設定情報を流し込み、「教育委員会が指定の

環境」にセットアップした状態で学校に納品すること。 

(2) 上記期間内に再度紛失が発生した場合には、有償での交換機の手配

に応じること。 

(3) 交換機については、窓口が問い合わせを受け付けてから９営業日を

目安に、発送及び環境のセットアップを完了させること。 

バッテリー

交換 

運用から１年以上が経過したタブレット端末について，メーカーが規

定する条件（フル充電サイクルを 1,000回繰り返した時に、本来の容量

の最大 80 パーセントを維持していること）を満たさない場合は，無償

にてバッテリーの交換を行うこと。 

打ち合わせ 

の実施 

１年間に２回程度、教育委員会及び各学校担当者を対象に、保守対象

の設定環境に関する打ち合わせを行い、打ち合わせで確定した環境に基

づいて代替機及び交換機の設計を行うこと。 

本打ち合わせの対象には１の保守対象を含み、必要に応じイの契約業

者ともヒアリング等を行うこととし、代替機及び交換機におけるタブレ

ット端末と接続する機器の接続に関する設計等も業務に含むこととす

る。 

ただし、原則として打ち合わせについては、昨年度以前のスマートス

クール推進事業実施校と合同で開催することとし、実施内容については

昨年度以前の同事業契約業者とも調整を行うこと。また、打ち合わせで

確定した環境の設計等についても、昨年度以前の同事業と支障を来さな

いように調整を行うこと。 

なお、打ち合わせについては以下の条件で実施することとする。 

(1) 打ち合わせの日程及び場所等については教育委員会と調整する

こと（１回の打ち合わせにつき、南北２会場で異なる日程で開催

することもありうる）。 

(2) 打ち合わせの実施に係る費用は全て受注者の負担とすること。

ただし、会場については教育委員会で手配する。 
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(3) 打ち合わせで更新する設定環境は最大で２種類とする。 

(4) 打ち合わせ後、端末、MDM 及びアプリケーション等についての確

定した環境への更新作業に係る実施手順書を作成し、教育委員会

及び各学校の担当者に配布すること。なお、作成にあたっては、

実際の作業画面のキャプチャ等を用いるなど、タブレット端末の

管理を初めて行う者でも容易に設定可能なような工夫を行うこ

と。 

業務報告 毎月１回、翌月末までに、以下の事項について教育委員会に報告する

こと。 

(1) 当該期間における問い合わせ数、内容及びその内訳 

(2) 当該期間における修理及び交換実績 

ただし、調達機器でウイルス感染が発生した場合は、速やかに復旧に

努め、必要な対策及び感染経路の追求を実施し、教育委員会及び当該学

校に報告すること。 

 

２．運用サポート 

 (1) 対象期間 

令和２年 11月１日から令和７年 10月 31日まで 

(2) 対応時間 

土、日、祝日及び年末年始（12月 29日から１月３日まで）を除く午前９

時から午後５時まで 

 (3) 業務内容 

業務名 サービスレベル 

問い合わせ

対応 

教育委員会及び学校担当者からのタブレット端末の障害、操作方法、

Apple 社製のアプリケーション、MDM、フィルタリングソフト及び別途

調達し、教室に設置した Apple 社製の画面転送装置の操作方法に関する

問い合わせに対応すること。 

電話及び電子メールによる問い合わせに対応していること。 

定例会 

の実施 

５年間で合計 10 回以上、教育委員会及び学校担当者を対象に、導入

したサービスに関する定例会を実施し、当該定例会までの期間における

問い合わせ状況や更新情報等をまとめて報告するとともに、教育委員会

及び学校担当者から課題をヒアリングし、定例会開催後１箇月以内に解

決策をまとめ、教育委員会へ報告すること。課題が導入済み製品のみで

解決出来ない場合は、未導入製品の追加導入を含めて解決策を検討する

こと。 

なお、定例会については以下の条件で実施することとする。 

(1) 定例会の日程及び場所等については教育委員会と調整するこ

と。 

(2) 定例会の実施に係る費用は全て受注者の負担とすること。ただ

し、会場については教育委員会で手配する。 
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(3) 導入された製品（Microsoft 社の製品も含む）について、教育現

場にとって有益なソフトウェアやサービスが製品のアップデート

などで提供された場合、情報提供を行うこと。なお、定例会にお

いて提案する解決策については、提案前に受注者において実行可

能なことを検証していること。 

(4) 定例会での決定事項に基づき、本仕様書２(6)ウに定めるフォロ

ーアップ研修の企画・提案を行うこと。 

(5) 内容によっては、教育委員会及び昨年度以前のスマートスクー

ル推進事業契約業者と調整の上、昨年度以前の同事業におけるフ

ォローアップ研修との合同開催も可能とする。なお、この場合の

各仕様書に定める所定研修回数の数え方については、仕様書本体

の２(6)ウに定めるフォローアップ研修に準ずることとする。 

業務報告 毎月１回、翌月末までに、以下の事項について教育委員会に報告する

こと。 

(1) 当該期間における問い合わせ数、内容及びその内訳 

(2) (1)の問い合わせに対する受注者からの回答 

(3) 当該期間における更新情報の一覧 

(4) 当該期間における端末ごとの利用通信データ量 

 

 

 


